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区役所などの職員を装い電話をかけ、ＡＴＭで医療費や年金等の払い戻しの手続きをすると偽り、お金をだまし取ろうとする詐欺事件が
発生しています。ＡＴＭを介して払い戻しをすることは絶対にありませんのでご注意ください。　e各区役所（出張所）の保険年金担当課還付金詐欺に注意！

６
月
中
旬
に 

納
入
通
知
書
を 

送
り
ま
す

　

確
定
申
告
な
ど
に
よ
っ
て
、

平
成　

年
中
（
平
成　

年
１
月

１９

１９

か
ら
同
年　

月
）
の
所
得
が
確

１２

定
し
た
こ
と
に
伴
い
、
平
成　
２０

年
度
の
保
険
料
率
を
決
定
し
ま

し
た
。
保
険
料
は
、「
医
療
分
」

と
「
支
援
分
」
お
よ
び
「
介
護

分
」（　

歳
以
上　

歳
未
満
の

４０

６５

介
護
保
険
第
２
号
被
保
険
者
の

場
合
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
料
率
表

（
表
１
右
側
参
照
）
に
よ
り
計

算
し
、
合
算
し
た
額
で
す
。

　

６
月
中
旬
に
送
付
す
る
納
入

通
知
書
ま
た
は
決
定
通
知
書

で
、
平
成　

年
度
の
年
間
分
の

２０

保
険
料
を
確
認
し
、
納
め
て
く

だ
さ
い
。

　

年
度
ま
で
の 

１９医
療
分
保
険
料
が 

医
療
分
と
支
援
分 

に
分
か
れ
ま
す

　

平
成　

年
度
ま
で
の
医
療
分

１９

保
険
料
は
、
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
の
医
療
費
に
充
て
る

分
と
、　

歳
以
上
の
人
（
老
人

７５

保
健
医
療
制
度
の
対
象
者
）
の

医
療
費
に
充
て
る
分
を
ま
と
め

て
計
算
し
て
い
ま
し
た
。

　

平
成　

年
度
に
老
人
保
健
医

２０

療
制
度
が
、
後
期
高
齢
者
（
長

寿
）
医
療
制
度
に
変
わ
り
ま
し

た
の
で
、
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
の
医
療
費
の
た
め
の

「
医
療
分
保
険
料
」
と
後
期
高

齢
者
（
長
寿
）
医
療
制
度
の
た

め
の
「
支
援
分
保
険
料
」
に
分

け
て
計
算
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

「
医
療
分
保
険
料
」
と
「
支

援
分
保
険
料
」
の
２
つ
に
分
か

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

に
限
度
額
が
設
定
さ
れ
ま
す

（
表
１
参
照
）。

保
険
料
の 

特
別
徴
収
が 

　

月
か
ら
開
始
に

１０

　
　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
被
保

６５

７４

険
者
の
人
の
み
の
世
帯
で
、
世

帯
主
が
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の

公
的
年
金
を
年
額　

万
円
以
上

１８

受
給
し
て
い
る
場
合
は
、
保
険

料
は
年
金
か
ら
特
別
徴
収
（
年

金
か
ら
天
引
き
）
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
一
度
に
特
別
徴
収

さ
れ
る
介
護
保
険
料
と
国
民
健

康
保
険
料
の
合
計
額
が
、
年
金

支
給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る

場
合
は
、
特
別
徴
収
の
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
世
帯
主

の
人
が
年
度
内
に　

歳
と
な
る

７５

場
合
や
、
保
険
料
を
口
座
振
替

で
納
付
し
て
い
る
世
帯
の
場
合

は
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
は
行

わ
れ
ま
せ
ん
。

　

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
の
対

象
と
な
る
世
帯
主
へ
は
、
納
入

通
知
書
兼
特
別
徴
収
通
知
書
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
６
月
期
か

ら
９
月
期
ま
で
は
保
険
料
は
納

付
書
で
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の 

納
付
義
務
者
は 

世
帯
主
で
す

　

国
民
健
康
保
険
料
は
、
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
被

保
険
者
お
の
お
の
で
計
算
し
、

世
帯
で
合
計
し
ま
す
。
こ
の
た

め
、
世
帯
主
が
保
険
料
の
納
付

義
務
者
と
な
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
に
お
け
る
世

帯
主
は
、
保
険
料
の
納
付
義
務

や
届
け
出
義
務
が
あ
り
ま
す
の

で
、
原
則
と
し
て
住
民
票
の
世

帯
主
の
人
が
国
民
健
康
保
険
の

世
帯
主
と
な
り
ま
す
（
会
社
の

健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
（
長

寿
）
医
療
制
度
の
被
保
険
者
で

あ
っ
て
も
世
帯
主
と
な
り
ま

す
）。
た
だ
し
、
住
民
票
の
世

帯
主
で
な
い
人
で
も
、
届
け
出

に
よ
っ
て
、
国
民
健
康
保
険
の

世
帯
主
を
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。所

得
割
保
険
料
の 

負
担
緩
和
措
置
に 

つ
い
て

　

本
市
は
、
平
成　

年
度
分
の

１８

保
険
料
か
ら
、
所
得
割
額
の
計

算
方
法
を
そ
れ
ま
で
の
市
民
税

に
応
じ
て
計
算
す
る
「
市
民
税

方
式
」
か
ら
、
所
得
に
応
じ
て

計
算
す
る
「
所
得
比
例
方
式
」

に
変
更
し
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
保
険
料
が
上
が

る
世
帯
の
負
担
緩
和
措
置
と
し

て
、
所
得
割
額
を
「
市
民
税
方

式
」
と
「
所
得
比
例
方
式
」
で

そ
れ
ぞ
れ
計
算
・
比
較
し
、「
所

得
比
例
方
式
」
の
所
得
割
額
が

高
く
な
る
世
帯
に
つ
い
て
、
平

成　

年
度
は
、
そ
の
差
額
の
４

２０
分
の
１
を
軽
減
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療 

制
度
の
創
設
に
伴 

う
負
担
緩
和
措
置

　

（
１
）
低
所
得
世
帯
に
対
す

る
均
等
割
・
世
帯
割
に
お
け
る

減
額
（
法
定
軽
減
）
の
激
変
緩

和
措
置

　

国
保
世
帯
の
被
保
険
者
が
後

期
高
齢
者
（
長
寿
）
医
療
制
度

の
被
保
険
者
と
な
っ
た
こ
と

で
、
国
保
被
保
険
者
数
が
減
少

し
、
従
来
受
け
て
い
た
減
額
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
う
場
合
が
生
じ
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
後
期
高
齢
者

（
長
寿
）
医
療
制
度
の
被
保
険

者
と
な
っ
た
方
も
含
め
て
保
険

料
の
減
額
を
判
定
す
る
こ
と

で
、
い
ま
ま
で
と
同
じ
減
額
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

し
ま
す
（
期
間
は
５
年
間
）。

　

（
２
）
世
帯
割
を
半
額
と
し

て
計
算
す
る
激
変
緩
和
措
置

　

国
民
健
康
保
険
か
ら
後
期
高

齢
者
（
長
寿
）
医
療
制
度
の
被

保
険
者
と
な
っ
た
こ
と
で
、
国

民
健
康
保
険
か
ら
脱
退
し
、
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
１

人
と
な
る
世
帯
に
つ
い
て
は
、

そ
の
月
分
の
保
険
料
か
ら
、
医

療
分
と
支
援
分
の
世
帯
割
を
半

額
と
し
て
計
算
し
ま
す
（
期
間

は
５
年
間
）。

こ
ん
な
場
合
も 

保
険
料
の
軽
減
が 

受
け
ら
れ
ま
す
！

　

社
会
保
険
な
ど
、
会
社
の
健

康
保
険
の
被
保
険
者
本
人
が
後

照
）。
こ
の
負
担
緩
和
措
置
は

申
請
が
必
要
で
す
。

保険の
お知らせ
1

平
成　

年
度

２０
国
民
健
康
保
険
料
率
が
決
定
し
ま
し
た

表１

（※注）　所得割の計算基礎となる所得金額は、所得を有する国保加
入者ごとに算出します。世帯で複数所得を有する国保加入者がいる
場合は、それぞれで算出した額の合計額が計算基礎となります。

保険料率計算基礎区　　分

９.６８%
国保加入者の平成１９年中（平成１９年１月か
ら同年１２月まで）の総所得金額等から基礎
控除額（３３万円）を差し引いた金額（※注）

所得割①

２２,１８７円被保険者１人について均等割②
２５,４５０円１世帯について世帯割③

【医療分】　 　①＋②＋③＝医療分保険料

保険料率計算基礎区　　分

２.８１%
国保加入者の平成１９年中（平成１９年１月か
ら同年１２月まで）の総所得金額等から基礎
控除額（３３万円）を差し引いた金額（※注）

所得割①

６,５４８円被保険者１人について均等割②
７,７６７円１世帯について世帯割③

【支援分】　　①＋②＋③＝支援分保険料

保険料率計算基礎区　　分

３.４０%
国保加入者の平成１９年中（平成１９年１月か
ら同年１２月まで）の総所得金額等から基礎
控除額（３３万円）を差し引いた金額（※注）

所得割①

９,００１円被保険者１人について均等割②
７,４２９円１世帯について世帯割③

【介護分】　　①＋②＋③＝介護分保険料
※介護分は４０歳から６５歳未満の国保加入者（介護２号被保険者該
当者）を対象に計算します。

平成１９年度の国民健康保険料 平成２０年度の国民健康保険料

＋

＝＝

＋

平成２０年度国民健康保険料の料率表

期
高
齢
者
（
長
寿
）

医
療
制
度
の
被
保
険

者
と
な
っ
た
こ
と
で

そ
の
被
扶
養
者
で　
６５

歳
以
上
の
人
が
、
国

民
健
康
保
険
に
加
入

し
た
場
合
、
加
入
し

て
か
ら
２
年
間
は
保

険
料
を
軽
減
す
る
負

担
緩
和
措
置
が
適
用

さ
れ
ま
す
（
表
２
参

各区役所（出張所）の保険年金担当課
FAX番号電話番号区
６３１崖６４６３６４５崖１１０２東
４４１崖００７５４１９崖１１１８博　多
７２５崖２１１７７１８崖１１２４中　央
５６１崖３４４４５５９崖５１５２南
８４４崖６７９０８３３崖４１２３城　南
８４６崖９９２１８３３崖４３７２早　良
８８３崖６６９０８９５崖７０９０西
８０６-６８１１８０６崖９４３２今宿出張所

【問合せ先】

納
付
困
難
な
時
は 

早
め
に
ご
相
談
を

　

災
害
や
事
業
の
廃
業
、
失
業

な
ど
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が

困
難
に
な
っ
た
時
は
、
納
付
を

一
時
猶
予
し
た
り
一
定
の
基
準

に
よ
っ
て
減
免
す
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。
お
住
ま
い
の
区
役
所

保
険
年
金
課
（
今
宿
出
張
所
は

市
民
課
）へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

医療分保険料

限度額４７万円

国保加入者の医療費のため

介護分保険料

限度額９万円
※４０歳以上６５歳未満の人が対象

介護保険のため

支援分保険料

限度額１２万円

後期高齢者（長寿）医療制度の
医療費のため

＋

介護分保険料

限度額９万円
※４０歳以上６５歳未満の人が対象

介護保険のため

医療分保険料

限度額５６万円

国保加入者の医療費や
老人保健医療制度の医療費
のため

表２
減　免　割　合種　類

所得割がないものとして計算します。所得割
均等割を半額となるように計算します。均等割
世帯割を半額となるように計算します。
ただし、同一世帯内に対象者以外の被保険
者がいる場合は、その適用はありません。

世帯割

　※７割または５割
の減額（法定軽減）
に該当している場合
は、均等割と世帯割
りがすでに半額以下
となっていますので
その適用はありませ
ん。


